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２
０
０
９
年
の
裁
判
員
制
度
施

行
後
、
２
万
人
を
超
す
市
民
が
刑

事
裁
判
の
審
理
に
参
加
し
た
。
そ

の
９０
％
以
上
が
司
法
参
加
の
経
験

に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
見
を
残
し

た
。
■
９
４
３
年
に
停
上
し
た
陪

審
制
度
以
来
、
半
世
紀
以
上
が
過

ぎ
て
復
活
し
た
日
本
の
司
法
参
加

制
度
は
、
市
民
の
司
法
教
育
と
し

て
す
ば
ら
し
い
成
果
を
果
た
し
て

い
る
。

同
時
に
、
こ
の
司
法
参
加
制
度

は
、
在
日
米
兵
が
起
こ
し
た
事

件
も

一
般
市
民
が
直
接
審
判
で
き

る
機
会
を
つ
く
っ
た
。

１０
年
５
月

に
は
、
沖
縄
の
タ
ク
シ
ー
運
転

手
へ
の
強
盗
致
傷
事
件
で
１９
歳

の
米
兵
が
裁
判
員
裁
判
を
受
け
ヽ

３
人
の
裁
判
官
と
６
人
の
裁
判

魃 又
首
相
官
邸
に
入
る
野
田
首
相
＝
２０
日
午
前

だ
ｃ
県
警
側
は
地
方
議
員
に
一取

り
調
べ
じ
ゃ
な
い
。
あ
く
ま
で

聞
き
取
り
調
査
だ
」
と
力
説
。

首
相
周
辺
も

「軽
犯
罪
法
違
反

だ
し
、
お
と
が
め
な
し
で
は
な

■
一一一一●
一一一一■
■
●
●

た
。
検
察
の
不
起
訴
を
１１
人
の
一

般
市
民
が
審
査
す
る
制
度
で
、
２

度
の
起
訴
相
当
の
議
決
は
拘
束
力

を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
小
沢

一
郎

衆
院
議
員
や
Ｊ
Ｒ
西
日
本
の
元
社

長
３
人
な
ど
が
強
制
起
訴
さ
れ
た

の
は
記
憶
に
新
し
い
。

こ
の
検
鐘
審
査
会
制
度
は
米
兵

犯
罪
も
対
象
と
し
、
昨
年
■
月
に ベ

ン
ト
が
予
定
さ
れ
て
い
る
ｃ

関
係
者
は

「中
国
の
公
安
当
局

と
協
議
中
だ
。
開
催
で
き
る
か

は
は
っ
き
り
し
な
い
」
と
声
を

落
と
し
た
っ

や
電
力

・
ガ
ス
会
社
は
新
た
な

権
益
確
保
に
力
を
入
れ
る
が
、

中
国
や
イ
ン
ド
で
も
需
要
拡
大

が
見
込
ま
れ
る
。
脱
原
発
の
動

き
が
世
界
的
に
広
が
れ
ば
、
争

「米
国
に
は
■
０
０
年
分
の

消
費
を
支
え
る
天
然
ガ
ス
が
埋

蔵
さ
れ
て
い
る
」

（オ
バ
マ
米

大
統
領
）
。
岩
の
層
に
閉
じ
込

ふ
＜
ら
い
。
ひ
ろ
し
　
５４
年

仙
台
市
生
ま
れ
。
米
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
大
リ
バ
ー
サ
イ
ド
校
大

学
院
社
会
学
博
士
課
程
修
了
。

９０
年
か
ら
同
大
サ
ン
タ
ク
ル
ー

ズ
校
教
授
。
米
国
で
の
著
書
に

「人
種
と
陪
審
宍
共
著
）な
ど
。

員
は
懲
役
３
年
以
上
４
年
以
下
の

不
定
期
刑
の
有
罪
判
決
を
下
し

た
。
米
兵
犯
罪
の
市
民
に
よ
る
裁

判
は
、
こ
れ
が
日
本
史
上
初
と

な
っ
た
。

裁
判
員
制
度
と
同
時
に
、
も
う

一
つ
の
市
民
司
法
参
加
制
度
で
あ

る
検
察
審
査
会
制
度
も
改
正
さ
れ

ニユ■ス
●

予

珀

「
か らいよ 一 !」  はざ ま隆治

沖
縄
で
米
軍
属
が
起
こ
し
た
交
通

死
亡
事
故
で
は
、
日
米
地
位
協
定

上

「公
務
中
」
と
見
な
さ
れ
不
起

訴
処
分
に
な
っ
た
が
、
那
覇
検
察

審
査
会
は
遺
族
の
申
し
立
て
を
受

け
て
審
査
し

「起
訴
相
当
」
と
決

定
し
た
。

そ
の
議
決
を
も
と
に
昨
年
１１
月

に
日
米
両
政
府
は
、
米
軍
属
が
勤

務
中
に
起
こ
し
た
事
件

・
事
故
も

米
国
が
刑
事
訴
追
し
な
い
場
合
、

日
本
側
で
の
裁
判
を
可
能
と
す
る

地
位
協
定
の
運
用
改
善
を
認
め

た
。
合
意
後
、
米
軍
属
は
在
宅
起

訴
さ
れ
、
禁
錮
■
年
６
月
の
実
刑

判
決
を
受
け
た
。

市
民
の
司
法
参
加
は
政
治
家
、

大
企
業
経
営
者
＾
そ
し
て
在
日
米

軍
ま
で
も
巻
き
込
ん
で
、
重
大
な

刑
事
事
件
の
審
判
で
大
切
な
役
割

を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

民
事
訴
訟
に
お
い
て
も
積
極
的

な
市
民
の
司
法
参
加
が
期
待
さ
れ

る
状
況
が
起
き
て
い
る
。
昨
年
３

月
の
福
島
原
発
事
故
後
、
原
発
所

有
者
の
東
京
電
力
に
対
し
多
く
の

民
事
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
た
。
さ
ら

に
原
発
事
故
の
原
因
解
明
を
通
し

て
、
東
電
を
含
む
電
力
会
社
や
プ

ラ
ン
ト
メ
ー
カ
■
、
学
者
、
政
治

家
や
政
府
監
督
官
庁
の
官
僚
等
が

つ
く
る
原
発
推
進
の
利
益
団
体
、

い
わ
ゆ
る

「原
子
力
村
」
の
存
在

が
暴
露
さ
れ
い
こ
の
権
力
団
体
は

過
酷
事
故
以
後
も
従
来
の
原
子
力

政
策
を
継
続
し
よ
う
と
し
て
い

る
。東

電
や
政
府
官
僚
の
責
任
を
間

う
民
事
訴
訟
で
、
従
来
の
職
業
裁

判
官
主
導
の
民
事
裁
判
に
代
わ
っ

て
、　
一
般
市
民
が
直
接
的
に
司
法

参
加
す
れ
ば
、
あ
る

一
定
の
市
民

感
覚
や

一
般
人
の
良
識
が
事
実
認

定
に
反
映
す
る
可
能
性
を
生
む
。

米
国
の
陪
審
裁
判
の
よ
う
に
、　
一

般
市
民
が
民
事
訴
訟
で
法
的
決
定

権
を
持
つ
こ
と
で
、
原
発
事
故
の

被
災
者
を
含
む
市
民
の
人
権
を
守

り
、
保
障
す
る
機
会
を
つ
く
る
こ

と
も
可
能
に
な
る
。
さ
ら
に

一
般

人
の
司
法
参
加
は
、
原
子
力
村
の

権
力
と
産
官
学
の
癒
着
構
造
に
、

チ
ェ
ッ
ク
機
関
を
導
入
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
　

　

・

今
年
以
降
、
裁
判
員
制
度
の
見

直
し
が
行
わ
れ
る
が
、
民
事
事
件

で
の
一
般
市
民
の
司
法
参
加
も
視

野
に
入
れ
て
議
論
し
て
ほ
し
い
。

民
事
訴
訟
で
市
民
判
断
が
取
り
入

れ
ら
れ
る
こ
と
は
、
福
島
原
発
過

酷
事
故
の
大
切
な
教
訓
を
風
化
さ

せ
ず
、
今
後
の
市
民
の
司
法
活
動

に
生
か
す
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら

で
あ
る
。
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